
在
外
公
館
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
要
綱

一

在
セ
ブ
日
本
国
総
領
事
館
を
新
設
す
る
と
と
も
に
、
同
総
領
事
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
在
勤
基
本
手
当
の
基
準
額

を
定
め
る
。

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
関
係
）

（

二

別
表
第
一
及
び
別

在
マ
ケ
ド
ニ
ア
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
共
和
国
日
本
国
大
使
館
の
名
称
及
び
位
置
の
国
名
を
改
め
る
。
（

表
第
二
関
係
）

三

在
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
日
本
国
大
使
館
の
位
置
の
地
名
を
改
め
る
。
（
別
表
第
一
関
係
）

四

既
設
の
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
在
勤
基
本
手
当
の
基
準
額
を
改
定
す
る
。
（
別
表
第
二
関
係
）


